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１ 策定目的 

この計画は、障害者基本法第11条第３項に規定する市町村障害者計画であり、ノー

マライゼーションの理念のもと、障害のある人やそのご家族の方が生涯にわたって安

心して暮らしていける社会の実現を目指し、本市障害福祉施策の基本指針として策定

するものです。  

 

２ 計画期間 

６年間：令和３年度（2021年度） ～ 令和８年度（2026年度） 

 

３ 策定方針 

これまでの計画と同様に、法律やそれに基づく制度等の分類にとらわれることなく、

障害のある人の生活を中心にすえた施策の体系を設定のうえ、社会情勢の変化やアン

ケート調査等に基づく多様なニーズを的確に反映しながら、計画の充実強化を図りま

す。 

 

４ 新たな施策体系の考え方 

（１）「ともに生きる」の新設 

少子高齢・人口減少社会の急速な進展や人間関係の希薄化、社会的孤立等の課題

が表面化する中、年齢や障害の有無等にかかわりなく安全に安心して暮らせる「共

生社会」の実現が強く求められており、多様化・複合化する支援ニーズに柔軟かつ

総合的に対応するため、「共生社会」に関係する施策の柱である「Ⅰ 守られる」と

「Ⅱ 住まう」を発展的に統合改編した「Ⅰ ともに生きる」を新設し、関連施策

を拡充します。 

 

（２）「豊かに育つ」の新設 

    児童福祉法等の改正や金沢ＳＤＧｓの推進等を受け、子育て支援の充実や医療的

ケアが必要な児童等への支援強化が求められることから、「Ⅴ 学ぶ」にある障害児

支援を充実・強化するための、新たな柱となる「Ⅳ 豊かに育つ」を新設します。 

 



 

2 

 

（３） 社会情勢の変化等への対応 

 

(ア) 東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた国のユニバーサルデザイン2020

行動計画の策定（平成29年）やユニバーサル社会実現法の制定（平成30年）、バ

リアフリー法の一部改正（令和２年）を受け、各分野におけるユニバーサルデザ

インを推進します。 

 

(イ) 国の障害者文化芸術推進法の制定（平成30年）を契機に、文化芸術創造都市金沢

の強みを生かし、障害のある人が文化芸術活動等を通じて能力を発揮し、更なる

自立・活躍を促進する施策を展開します。 

 

(ウ) 金沢市手話言語条例（平成29年）や国の読書バリアフリー法（平成30年）の制定、

情報提供に関する多様なニーズ等に対応するため、情報コミュニケーション施

策を充実します。 

 

(エ) 生産年齢人口の減少等による担い手不足や多様化・複雑化するニーズに対応す

るため、ＩＣＴの利活用や、ＩｏＴ、ＡＩ時代のスマートインクルージョン（※）

の視点を各種施策に反映します。 

 

※スマートインクルージョン 

ＩｏＴやＡＩの力で、障害がある人もない人も共に生涯安全に暮らせる社会を

実現するという発想 
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５ 施策の体系 

１ 将来の安心と生活の場の確保 

２ 差別の解消と配慮の促進 

３ 心のユニバーサルデザインの推進 

４ 権利擁護の推進 

５ 虐待の防止 

６ 防災・安全対策の充実 

７ 生活支援サービスの充実 

８ 福祉機器の活用 

９ 障害福祉サービス人材の確保と質の向上 

10 ボランティア活動の充実 

１ 一般就労の拡大と支援 

２ 多様な働く場の整備と充実 

３ 文化芸術活動等を通じた就労支援 

４ 安心して働き続けるための支援 

１ 所得の保障 

２ 負担の軽減 

３ 障害の状態に応じた配慮 

４ 生活に困っている人への支援 

１ 障害のある児童への支援 

２ 医療的ケアを要する障害のある児童への支援 

３ 重症心身障害のある児童等への支援 

１ 学校教育の充実 

２ 生涯教育の充実 

１ 文化芸術活動の推進 

２ スポーツ・レクリエーションの振興 

１ 交流活動の推進 

２ コミュニケーション手段の確保 

３ 生活訓練事業の充実 

１ 外出時の支援の充実 

２ 移動に関するユニバーサルデザインの推進 

３ 建築物のユニバーサルデザインの推進 

１ 疾病の予防と早期発見・早期治療の推進 

２ 健康保持・増進施策の充実 

３ 医療サービスの充実 

４ 機能回復・維持訓練などの充実 

１ わかりやすい行政情報の提供 

２ 情報のユニバーサルデザインの推進 

１ 政治参加の保障 

２ 行政参加の推進 

３ 社会参加の推進 

１ 地域で安心して生活するための相談支援体制の充実 

２ 利用者の立場に立った利用手続き 

 

Ⅲ 得 る 

Ⅸ すこやかに暮らす 

Ⅵ 遊 ぶ 

Ⅶ つきあう 

Ⅷ 出かける 

Ⅹ 知 る 

Ⅰ ともに生きる 

Ⅳ 豊かに育つ 

Ⅱ 働 く 

Ⅺ 参加する 

Ⅻ 使 う 

 

Ⅴ 学 ぶ 



 

4 

Ⅰ ともに生きる 

 

 

すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し

合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的と

した障害者差別解消法が平成28年４月に施行されました。しかし、令和元年10月に実施した「金

沢市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画アンケート調査」においては、多くの障害の

ある人が差別やいやな思いをしたことがあると答えるなど、障害と障害のある人についての理

解が足りないことによる差別や偏見は、今もって少なくありません。障害のある人に対する理

解や配慮の促進（心のユニバーサルデザイン）など障害を理由とする差別の解消や虐待の防止

などの権利擁護に取り組みます。 

また、地域社会において障害のある人が生涯にわたり安心して暮らしていけるよう、令和２

年10月に開始した地域生活支援拠点推進事業や「かなざわ安心プラン」作成支援等の充実を図

り、「親なき後」の不安の解消に努めるとともに、本人が望む生活の場での活動が可能となる

よう、住宅環境や生活支援サービス、福祉機器の整備充実に取り組みます。特に、住宅環境の

整備充実にあたっては、地域生活の場であるグループホーム等の整備を計画的に推進し、親元

からの自立や入居施設で生活している人の地域への移行を促進します。 

加えて、近年多発する自然災害や新型コロナウイルス感染症の発生等を踏まえ、災害弱者や

感染リスクが高いといわれる障害のある人の命を守るため、防災対策や感染症対策等の充実・

強化に努め、障害のある人の安全・安心の確保を図ります。 

 

１  将来の安心と生活の場の確保 

障害のある人が地域社会において生涯にわたり安心して暮らしていけるよう、障害のある人

の生活を地域全体で支えるシステム（地域生活支援拠点推進事業）の充実を図る必要がありま

す。「親なき後」や災害・緊急時の不安を解消し、障害のある人一人ひとりのライフステージ

や障害の状態に合わせた、途切れることのない、質の高い支援を提供するため、「かなざわ安

心プラン」の作成を支援するとともに、障害のある人を支える家族や介護者への支援に努めま

す。また、ショートステイ（短期入所）やグループホームなど必要な施設の整備を推進し、障

害のある人の生活の質の向上を図ります。 

 

２  差別の解消と配慮の促進 

共生社会の実現に向け、障害のある人を含むすべての人にとって住みよい平等な地域社会づ

くりを進めていくため、「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創

り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務である、という「障害の社

会モデル」の考え方に基づき、社会を構成するすべての人が、障害と障害のある人に対して十

分な理解をし、配慮していくことが必要です。また、障害者差別解消法は、行政機関や民間事

業者による「障害を理由とする差別」を禁止するとともに、「合理的配慮の提供」を求めてい

ます。ノーマライゼーション社会の実現をめざす本市においても、すべての市民の差別意識の

解消に努め、障害のある人に対する配慮を促進していきます。 

 

基本指針 
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３  心のユニバーサルデザインの推進 

東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、心のバリアフリーの推進を図ることなど

を目的に、平成29年に国において、ユニバーサルデザイン2020行動計画が策定されました。ユ

ニバーサルデザイン2020行動計画では、心のバリアフリーとは「様々な心身の特性や考え方を

持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこと」と

しています。障害と障害のある人についての理解を深めるとともに、障害のある人とない人と

の交流を促進し、誰もが快適で生活しやすいユニバーサルデザインのまちづくりに重点的に取

り組みます。また、公共交通機関や障害者専用駐車場、多目的トイレの利用等に関する「障害

のある人に関するマーク」は、障害のある人が生活する上で不可欠なことを広く市民に知らせ、

障害のある人の利用が妨げられることのないよう、モラルの向上を図ります。 

 

４  権利擁護の推進 

「親なき後」の不安を軽減、解消し、障害のある人が生涯にわたり安心して暮らせる社会を

実現するため、自らの意思を表明することが困難な人の成年後見制度の利用促進に向けた体制

整備に取り組むなど、障害のある人の権利を守るしくみを充実します。 

 

５  虐待の防止 

障害者虐待防止法に定める虐待の種類は、①身体的虐待、②性的虐待、③心理的虐待、④放

棄・放置(ネグレクト)、⑤経済的虐待の５分類としています。また、虐待の起こる場所を家庭

内に限定しないで障害者福祉施設や職場も想定し、虐待を行う者として、養護者のほか、福祉

施設の職員や職場の上司等も想定範囲に含めた対策の必要性を明記しており、指定障害福祉

サービス等の事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を置く等の必要な

体制を整備し、従業員に対して研修を実施するなどの措置を求めています。虐待は、人間とし

ての尊厳を無視した基本的人権を侵害する行為であることを認識し、関係機関が連携して解決

に当たらなければなりません。 

 

６  防災・安全対策の充実 

障害のある人が安心して暮らせる地域社会を実現するため、関係機関・団体や地域住民など

と連携し、避難行動要支援者名簿や個別避難支援計画の作成など、援護体制づくりに取り組み

ます。また、障害のある人の特性・生活状況に応じた防災対策や感染症対策等が的確に講じら

れるよう、個別的かつ専門的な体制を整備します。 

 

７  生活支援サービスの充実 

障害のある人や難病患者等の住み慣れた地域での暮らしを支援するため、訪問系サービスな

ど在宅生活を支援するサービスを充実します。また、質の高いサービスを提供するため、社会

福祉法人や民間事業者あるいは市民の非営利活動を育成しながら、生活支援サービス事業への

参入を促進します。 
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８  福祉機器の活用 

それぞれの障害の状況や生活の仕方に合った福祉機器の使用により、一人ひとりが能力を十

分に発揮し、その可能性を広げる機会を持つことは生きる上での基本です。それぞれの人が必

要なときに必要とする適切な福祉機器を入手し、使用できるよう、福祉機器提供の充実を図り

ます。 

 

９  障害福祉サービス人材の確保と質の向上 

障害のある人一人ひとりのライフステージや障害の状態に合わせた、質の高い障害福祉サー

ビス等を提供するため、障害福祉サービス等の人材の育成・確保と質の向上を図ります。 

 

10  ボランティア活動の充実 

障害のある人の住み慣れた地域での暮らしを支援するボランティアの活動に対する理解を

深め、いつでも、どこでも、だれでも、気軽に、ごく自然に助け合う社会の形成をめざします。 

 

 

〇地域生活支援拠点推進事業の充実 

（緊急対応コーディネーターの増員配置など） 

〇包括的支援体制の整備 

（地域共生ソーシャルワーカーの配置など） 

〇グループホームの計画的整備 

〇障害を理由とする差別の禁止と合理的配慮の提供 

〇心のユニバーサルデザイン推進事業の実施 

〇公共空間におけるモラルの向上 

（ＨＥＬＰカード・ヘルプマークの普及など） 

〇成年後見制度利用支援の充実 

（成年後見制度利用促進基本計画に基づく中核機関の設置など） 

〇権利擁護センターの充実 

〇障害者虐待防止センターの充実 

〇感染症対策 

（感染拡大防止のための整備促進、居住系施設クラスター対策など） 

〇人材の育成・確保 

 （スーパービジョン体制の充実など） 

〇補装具・日常生活用具の給付等 

 （日常生活用具の対象品目の拡大など） 

〇ＩＣＴやロボットの利活用 

〇事業所への指導監督体制の強化 

〇ボランティア活動への支援 

 

主な施策 
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Ⅱ 働 く 

 

 

働くことは、生計を維持するだけでなく、社会の一員としての役割を果たしたり、自己実現

をはかるという意味で、社会参加の基本といえるでしょう。 

一般就労やその他の多様な働き方において、障害のある人が障害を理由に不利益を被ること

がなく、一人ひとりにとってもっとも意義のある働き方ができるような就労環境の整備ととも

に、アウトサイダー・アートなど文化芸術活動を通じた新たな就労支援の充実を図ります。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい運営状況にある就労支援事業所等へ

の支援を強化し、障害のある人が安心して働き続けられる場の確保に努めます。 

 

１  一般就労の拡大と支援 

障害のある人が、希望する職に就き、適正な賃金を得ることは社会参加の基本であり、自立

生活の第一歩となることから、就職への準備期から求職、さらには職場定着まで一人ひとりの

適性や障害の状態に合わせた相談・支援体制の充実に努めます。また、市が率先して働く場の

拡大に取り組むとともに、企業や福祉事業所、支援機関、教育機関との連携を強化します。 

 

２  多様な働く場の整備と充実 

一般就労が困難であっても、生産活動に従事することや仲間とともに社会の中で集い、活動

することは、障害のある人の社会参加、働く権利や社会への寄与、自己実現の点から重要であ

り、障害のある人が希望する地域で希望する活動や働き方ができるよう、福祉的就労の場や多

様な活動の場の整備に努めます。 

 

３  文化芸術活動等を通じた就労支援 

一般就労が困難な障害のある人が、創作的活動や文化芸術活動に取り組むことは、社会への

寄与や自己実現の点から重要です。障害のある人の創作活動や文化芸術活動を推進し、その成

果を発表する機会の創出を図るとともに、文化芸術創造都市金沢の強みを生かし、アウトサイ

ダー・アート・プロジェクトなど文化芸術活動を通じた新たな就労支援の充実を図ります。 

 

４  安心して働き続けるための支援 

就労に向けた取り組みや就労直後の定着支援に加え、就労し続けるための支援も重要です。

雇用環境の影響を受けて離職する人、職場環境や生活環境の変化により離職する人が少なくあ

りません。障害のある人が、安心して働き続けることができるような支援体制の構築をめざす

ほか、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい運営状況にある就労支援事業所等への

支援を強化し、障害のある人が安心して働き続けられる場の確保に努めます。 

 

基本指針 
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〇金沢障害者就業・生活支援センターの充実 

〇就労支援ネットワークの形成 

〇福祉施設から一般就労への移行支援 

〇福祉的就労の場の整備と活動支援 

〇文化芸術活動等を通じた就労支援 

（アウトサイダー・アート・プロジェクトの推進など） 

〇ともに働く人の理解促進 

〇コロナ禍における就労支援 

（就労支援事業所の活動支援など） 

 

  

主な施策 
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Ⅲ 得 る 

 

 

障害のある人が地域において安心して生活するために必要な所得の保障は重要なことであ

り、国に対し拡充を求めるとともに、負担の軽減や障害の重い人に対する支援に努めます。 

 

１  所得の保障 

障害のある人が安心して生活するための重要な基盤である年金や手当等の充実を国に求め

るとともに、生活実態の把握に努めます。 

 

２  負担の軽減 

障害のある人が利用する福祉サービスや医療の負担を原因として利用の中止につながらな

いよう、障害のある人のニーズを把握し、その軽減などについての支援策を検討します。 

 

３  障害の状態に応じた配慮 

重い障害があることにより、複数のサービスを長時間利用することが必要な人に対し、利用

する障害のある人や家族の意見を踏まえた施策の充実に努めます。 

 

４  生活に困っている人への支援 

障害のある人が安心して暮らすことができるよう、生活保護制度などの充実や広報に努める

ともに、障害のある人の所得保障のあり方や地域であたりまえに暮らすための支援策について

検討します。 

 

 

〇手当の拡充 

〇軽減策の検討 

〇重い障害がある人の負担の緩和 

〇障害基礎年金制度の周知 

 

  

基本指針 

主な施策 
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Ⅳ 豊かに育つ 

 

 

障害のある児童一人ひとりが地域社会の一員として、主体性を発揮して育ち、家族とともに

安心して豊かな生活が送れるよう、就学前の段階からの早期支援に努めるとともに、医療的ケ

アを要する障害のある児童や重症心身障害のある児童等に対する支援に取り組みます。 

 

１  障害のある児童への支援 

障害のある児童には、早期からの相談・支援が必要なため、教育や福祉等関係機関の連携を

図りながら、乳幼児期からの早期療育体制の充実を図るとともに、子育て等の不安を抱える保

護者への支援体制づくりに努めます。また、学校在学中の障害のある児童の放課後や夏休み等

の長期休暇中などにおける支援の充実を図ります。 

 

２  医療的ケアを要する障害のある児童への支援 

児童福祉法の平成28年５月の改正において、医療的ケアを要する障害のある児童に対する支

援が明文化されました。新生児集中治療管理室等で長期入院した後、引き続き在宅で人工呼吸

器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障害のある

児童の育ちや生活への支援にあたっては、保健・医療や福祉、保育、教育等関係機関の連携を

図りながら、早期療育体制を構築するとともに、子育て等の負担が増大する保護者への支援に

努めます。 

 

３  重症心身障害のある児童等への支援 

重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している重症心身障害のある児童や強度の行動

障害の状態を示す児童など、特段の配慮を必要とする児童等の育ちや生活への支援にあたって

は、保育、教育、福祉等関係機関の連携を図りながら、早期療育に取り組むとともに、子育て

等の負担が増大する保護者への支援に努めます。 

 

 

〇相談・支援機関の連携 

〇早期療育体制の充実 

〇インクルーシブ保育・幼児教育の推進 

〇放課後や長期休暇中の子どもの支援 

（放課後等デイサービスの充実など） 

〇医療的ケアを要する障害のある児童への支援強化 

〇障害児通園施設ひまわり教室の機能強化 

基本指針 

主な施策 
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〇家族や介護者への支援 

〇重症心身障害のある児童等への支援の充実 

〇重症心身障害のある児童等の家族や介護者への支援 
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Ⅴ 学 ぶ 

 

 

障害のある人一人ひとりが社会の一員として、主体性を発揮し、生きがいのある生活が送れ

るよう、それぞれの教育的ニーズに配慮したきめ細かな教育を充実するとともに、生涯にわた

り多様な学習の機会を確保します。 

 

１  学校教育の充実 

インクルーシブ教育の視点に立ち、一人ひとりの教育的ニーズに配慮しながら、特別な支援

を必要とする児童生徒の教育の充実を図ります。また、就学相談においては、個別の教育的ニー

ズのある児童生徒やその保護者に対して十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意

向を尊重します。さらに、すべての児童生徒が、自立と社会参加を見据え、ともに学び、互い

に理解し合う中で、一人ひとりの教育的ニーズに配慮しながら、自己の可能性を最大限に伸ば

せるよう、多様できめ細かな学校教育の充実に努めます。 

 

２  生涯教育の充実 

障害のある人の学校教育終了後の生涯学習を支援するため、学習の場やサービスの充実・確

保、関連施設の整備を推進するとともに、市民の障害に対する理解を促進し、障害のない人と

ともに学ぶ機会の拡充を図ります。 

 

 

〇インクルーシブ教育の推進 

〇障害のある児童生徒への支援 

（特別支援教育サポートセンター（仮称）の設置と機能の充実など） 

〇小学校・中学校への支援 

（特別支援教育に関わる研修の充実など） 

〇高等教育・専門教育の充実 

〇教育相談 

〇障害のある人を対象とする生涯学習の場の提供 

〇図書館サービスの充実 

 
 
 
 

  

基本指針 

主な施策 
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Ⅵ 遊 ぶ 

 

 

平成30年６月に障害者文化芸術推進法が施行されました。また、令和３年８月には東京パラ

リンピック開催が予定され、障害のある人の活躍が期待されています。文化芸術活動やスポー

ツ・レクリエーション活動への参加は、社会参加という視点だけでなく、本人のこころとから

だの健康や生活に潤いを与え、多くの人とも共感しうる大切なものです。一人ひとりのニーズ

や障害の特性に応じた遊びのあり方について考え、これを援助する事業の実施に努めます。 

 

１  文化芸術活動の推進 

障害のある人による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、文化芸

術活動を通じた障害のある人の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を目的として、平成30年

６月に障害者文化芸術推進法が策定されました。文化芸術創造都市である金沢の強みを生かし、

障害のある人が参加できる趣味の講座や芸術鑑賞、障害のある人の作品展開催などを推進する

とともに、文化施設等を利用するためのさまざまな環境の整備に努めます。 

 

２  スポーツ・レクリエーションの振興 

令和３年８月に開催予定の東京パラリンピックを機に、パラリンピック種目等の振興を図る

ほか、障害の特性に応じたスポーツ・レクリエーションや、障害のある人を含めた市民が一体

となったスポーツ・レクリエーションを振興するとともに、体育施設等のバリアフリー化など

の環境整備に努めます。 

 

 

〇文化に親しむ機会の充実 

（文化芸術活動の支援強化など） 

〇文化芸術活動の発表の場 

〇スポーツに親しむ機会の充実 

（パラスポーツ等の推進など） 

〇スポーツイベントの開催 

（ほほえみスポーツフェスタの充実など） 

〇指導員の養成 

 

 

 

 

 

基本指針 

主な施策 
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Ⅶ つきあう 

 

 

平成29年に制定した金沢市手話言語条例は、手話が言語であるとの認識のもと、手話により

意思疎通を図る権利を尊重すると定めています。また、令和２年６月に「聴覚障害者等による

電話の利用の円滑化に関する法律」が制定され、令和３年度中に電話リレーサービスが開始さ

れるなど、新たなコミュニケーション手段の充実化も図られています。いうまでもなく、人が

社会生活を営むうえで欠くことのできないものが、他の人と理解し合える関係やコミュニケー

ションです。すべての人々にとって住みよい平等な社会づくりを進めていくために、人と人と

の交流を深める機会を多くし、「心の壁」を取り除くとともに、手話言語条例関連施策の推進

とコミュニケーション支援の充実に努めます。 

 

１  交流活動の推進 

ノーマライゼーション社会実現のため、障害のある人とない人の交流につながる活動を推進

します。また、「世界の交流拠点都市・金沢」をめざし、障害のある人の広域的な交流を推進

します。 

 

２  コミュニケーション手段の確保 

平成29年６月に制定した金沢市手話言語条例の理解促進と関連施策の推進を図るなど、コ

ミュニケーションが困難な障害のある人に対する支援を充実します。また、令和２年６月に制

定された「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」に基づく、手話や文字での

電話リレーサービスについて市民に広く周知し、多様な活用を促進するなど、更なるコミュニ

ケーション手段の確保を図ります。 

 

３  生活訓練事業の充実 

障害のある人が日常生活を営むために必要な生活訓練事業を充実します。 

 

 

〇地域での交流の促進 

〇聴覚障害者観光ボランティアガイド事業の推進 

〇手話言語条例関連施策の推進 

（手話言語条例の普及啓発、電話リレーサービス・遠隔手話サービスの活用促進など） 

〇盲ろう者（視覚・聴覚に障害のある人）のコミュニケーション支援 

〇視覚に障害のある人のコミュニケーション支援 

  

基本指針 

主な施策 
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Ⅷ 出かける 

 

 

東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、国はユニバーサルデザイン2020行動計画

の策定やユニバーサル社会実現法の制定、バリアフリー法の一部改正を行い、ユニバーサルデ

ザインの街づくりや心のバリアフリーを推進していくこととしています。また、人に会う、買

い物をする、いろいろな手続きをする、レジャーに行くなど、出かけることは生活の基本です。

このため、誰もが快適で生活しやすいユニバーサルデザインに配慮した生活環境の整備を推進

するとともに、外出を支援するサービスの充実を図り、社会参加を促進します。 

 

１  外出時の支援の充実 

障害のある人の社会参加と生活の質の向上を図るために、障害のある人の外出を支援する施

策を充実します。また、ＡＩや５Ｇ、ＧＰＳなどの、ＩＣＴを活用した新たな外出支援策につ

いて検討します。 

 

２  移動に関するユニバーサルデザインの推進 

バリアフリー法に基づき、民間事業者の協力を得ながら、誰もが快適で生活しやすいユニ

バーサルデザインに配慮した公共交通環境をめざします。また、車いすの走行や視覚に障害の

ある人の移動などの利便の確保、歩道の拡幅、歩車道の分離、段差の解消などに取り組むとと

もに、「金沢市歩けるまちづくり基本方針」により、車中心の「道路」から人中心の「みち」へ

の転換を図ります。 

 

３  建築物のユニバーサルデザインの推進 

建築物の整備・改善にあたっては、「石川県バリアフリー社会の推進に関する条例」（以下「石

川県バリアフリー条例」）に沿って行うとともに、計画段階から障害のある人を含めた利用者

や関係者などから意見・要望等をうかがい、また、民間の協力を得ながら、誰もが快適で生活

しやすいユニバーサルデザインに配慮した施設づくりをめざします。さらに、道路や建築物以

外の都市を構成するさまざまな施設や設備の整備に取り組みます。 

 

 

〇移動支援の充実 

〇ＩＣＴを活用した外出支援 

〇公共交通機関のユニバーサルデザイン化 

〇歩道・道路のユニバーサルデザイン化 

〇市有施設のユニバーサルデザイン化 

〇観光施設のユニバーサルデザイン化 

基本指針 

主な施策 
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Ⅸ すこやかに暮らす 

 

 

すこやかに暮らすことは、市民みんなの願いです。本市においては、身体障害者手帳を持つ

人の障害の原因の８割が生活習慣病等の後天性疾患です。日頃から、疾病の予防はもちろん、

その早期発見・早期治療をすることが望まれます。また、機能障害があっても、適切なリハビ

リテーションにより、機能の回復や日常生活の活動性の向上、社会参加の推進を図ります。こ

のように、障害の有無にかかわらず、自立度の高い生活を推進し、すべての市民がすこやかに

暮らせるよう取り組みます。 

 

１  疾病の予防と早期発見・早期治療の推進 

障害のある乳幼児の早期療育および障害のある成人の脳卒中や糖尿病などの生活習慣病を

予防し、早期発見・早期治療に努めます。また、こころとからだの健康づくりを支援します。 

 

２  健康保持・増進施策の充実 

障害のある人の健康の保持・増進のための情報の発信、各種相談や指導を実施するとともに、

健康保持・増進に資するサービスを充実します。 

 

３  医療サービスの充実 

障害のある人が安心して医療を受けることができるよう、医療機関等の協力を得て、医療

サービスの充実を図ります。 

 

４  機能回復・維持訓練などの充実 

障害のある人が地域で個々のニーズに応じた適切な機能回復・維持訓練や介護を受けること

ができる体制の整備を進めるとともに、福祉健康センター、医療機関、金沢福祉用具情報プラ

ザ等が互いに連携・協力し、地域リハビリテーション機能の充実を図ります。 

 

 

〇専門機関のネットワーク構築 

〇健康相談・訪問指導の充実 

〇障害のある人への診療体制の充実 

〇訪問看護・医療相談の充実 

〇機能訓練等の充実 

 
 
 

基本指針 

主な施策 
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Ⅹ 知 る 

 

 

さまざまなサービスを利用するためには、正確かつ適切な情報が必要です。平成30年に国に

おいて読書バリアフリー法が制定され、障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通

じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することが定められまし

た。情報化社会の進展に的確に対応し、それぞれの障害の特性にあわせた必要な情報が得られ

るよう、援助する施策を充実します。また、災害・緊急時の情報の取得や、障害のある人の情

報の発信についても支援します。 

 

１  わかりやすい行政情報の提供 

福祉サービスをはじめ、障害のある人が必要とする行政情報等にできるだけ接することがで

きるよう、ＩＣＴを積極的に活用し、わかりやすい情報提供に努めます。また、災害・緊急時

の情報連絡については、より速やかに行えるよう努めます。 

 

２  情報のユニバーサルデザインの推進 

障害のある人の生活の質の向上をめざし、障害のある人に配慮した情報のユニバーサルデザ

インを推進します。 

 

 

〇ＩＣＴを活用した情報提供 

〇災害・緊急時の情報提供の充実 

〇行政情報のユニバーサルデザイン化 

〇日常生活の情報支援 

 
 
 
 
 
 

  

基本指針 

主な施策 
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Ⅺ 参加する 

 

 

障害のある人の参加は、社会の全分野で進めなければなりませんが、なかでも大切なのが、

政策・施策の立案から決定、実施、評価に至るまでの全過程への参加です。その手段としては、

個人として参加するだけではなく、障害の種別や病気などで共通の問題の解決やテーマを目的

とした団体活動への参加があります。 

この計画は、障害のある人やその家族など当事者を中心に市民の参加でともにつくってきま

したが、今後も当事者の権利としての参加を一層推進します。 

 

１  政治参加の保障 

障害のある人に対する各種サービスは、法律などの制度に基づいて実施されています。これ

らの制度を決定しているのは、国・県・市の議会です。自分たちの意志を代弁してくれる人を

選ぶ選挙に参加しやすい環境づくりに努めます。 

 

２  行政参加の推進 

障害のある人の代表者が委員として参加する金沢市障害者施策推進協議会および金沢市障

害者自立支援協議会、障害のある人が企画運営をし、また参加する市民フォーラムの開催など

を通じて、障害のある人の声を行政施策等へ反映するよう努めます。 

 

３  社会参加の推進 

障害のある人もない人もともに参加することにより、住みよい地域社会づくりを目指します。 

 

 

〇障害のある人に配慮した投票所の整備 

〇金沢市障害者施策推進協議会の充実 

〇金沢市障害者自立支援協議会の充実 

〇市民フォーラムの開催 

〇市政への企画立案段階からの参加 

 
 
 
 

  

基本指針 

主な施策 
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Ⅻ 使 う 

 

 

障害のある人が利用する各種の制度やサービスは、制度の変更や実施機関の違いなどで複雑

で多岐にわたっています。障害のある人が十分な情報の提供を受け、自らの意思で必要とする

制度やサービス、さまざまな支援を必要なときに使うことができるための相談支援体制を整備、

充実します。 

 

１  地域で安心して生活するための相談支援体制の充実 

令和２年10月に運用を開始した「かなざわ安心プラン」により、これまで以上に個別性に合

わせた質の高い相談支援を提供することで、障害のある人のライフステージや障害の状態に関

わらず、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、障害者基幹相談支援センターが地域にお

ける相談支援の中核的な役割を担いながら、相談支援体制の充実・強化を図ります。 

 

２  利用者の立場に立った利用手続き 

市役所やその他の行政機関、相談機関において、障害のある人が利用しやすい環境の整備と

配慮ある職員対応に努めます。 

 

 

〇生涯にわたり一貫性のある相談支援体制の確立 

〇相談機能の充実 

（「かなざわ安心プラン」による計画相談支援の充実など） 

〇利用手続きの改善 

（行政手続きのオンライン化の推進など） 

〇市の窓口対応の強化 

（手話通訳者の配置など） 

基本指針 

主な施策 
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